
 労働基準法には，使用者は１日８時間，週４０時間を

超えて労働させてはならないと定められています。しか

し，繁忙期等，業務を遂行する上で，上記時間を超えて

残業を行わければならない必要が生じる場合もありま

す。 

このような場合，労働基準法では，時間外労働や休日

出勤等について労使間で協定を結び，行政官庁に届け出

ることによって，法定の労働時間を超えた時間外労働を

命じることできます。この労使間の協定は，労働基準法

の３６条に規定されていることから，３６協定と呼ばれ

ます。 

行政官庁に届出をしないで時間外労働をさせると，労

働基準法違反となり，罰則が課せられます（６ヶ月以下

の懲役または３０万円以下の罰金）。 

 

● 残業時間の上限規制制定の背景 

労使で３６協定が結ばれた場合，残業時間に関する上

限の規定は，現行の法律にはありません。平成１０年に

当時の労働省（現在の厚生労働省）が，残業時間の上限

に関する一定の指針を告示として示したものの，この告

示は法的拘束力をもたないため，実際には告示で示され

た上限を超える長時間の残業を命じることが可能でし

た。 

電通の時間外労働による過労死事件等，残業に関する

問題が社会問題化してきたことから，現在，残業時間に

関する法改正の検討がされております。 
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弁護士法人美咲総合法律税務事務所では，法務・税務

関連のニュースや弊事務所の近況などを，ニュースレタ

ーとして不定期にお送りさせていただいております。 

さて，１０回目の今回は，残業時間上限規制の動きの

概要，固定残業代についての解説などをお伝えいたしま

す。 

            ● 現行の残業時間に関する法規制 

 

● 法改正案 

 政府は，内閣総理大臣を議長とする働き方改革実現会議の中

で，残業時間の上限規制の在り方など長時間労働の是正につい

て議論を重ねてきました。そして，本年３月２８日，働き方改

革の実行計画が示され，残業時間の上限については，以下のよ

うな方向性で法改正を進めることとなりました。 

①原則 

 月４５時間，かつ，年３６０時間を残業時間の限度とする。 

②特例 

一時的な業務量の増加がやむを得ない特定の場合には 

・年間の残業時間は年７２０時間以内（月平均６０時間以内） 

・休日労働を含んで，２ヶ月ないし６ヶ月の平均は８０時間

以内 

・休日労働を含んで，単月は１００時間未満 

・月４５時間を超える特例の適用は，年６回を上限 

  とする。 

③実行性の確保 

 上記の残業時間の上限規制の実効性を確保するため，罰則を

設ける。 

 

● 評価 

これまでなかった残業時間の上限規制を定め，その実効性の

確保として罰則を設けるといった法改正の方向性自体は，一定

の評価をされております。しかし，単月１００時間や２ヶ月な

いし６ヶ月の平均８０時間というのは，いわゆる過労死ライン

と言われているもので，上限規制の時間としては不相当ではな

いのかとの指摘もあります。 

労働基準法の改正は早くて２年後と言われておりますが，今

後もその動向に注目していきたいと思います。 

残業時間に関する規制の概要                



 

残業代に関する Q&A  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ 弁護士法人美咲総合法律税務事務所 

TEL：025-288-0170  FAX：025-288-0172   URL：http://www.miyamoto-lawtax.com/ 

〒950-0954  新潟市中央区美咲町１丁目８番１５号ＬＴＭセンター（リバーリオ美咲３階） 

平日９：３０～１８：００ ※土日祝日応相談                                                                               

編 

集 

後 

記 

 

今回は社会問題となっている長時間労働について採り上げてみました。日本では，企業の

ために自己犠牲をして働くことが美徳だとする文化があり，長時間労働が慣習化されてきま

した。長時間労働を是正するため，法律による規制を行うこと自体は良いことですが，自宅

に帰ってから仕事を行うサービス残業が増えるのであれば何の意味もありません。このよう

なサービス残業をなくすために，企業側としても，業務の合理化や従業員の増員等を検討す

る必要が出てくるでしょう。（弁護士 江畑博之） 

Q．残業代ってどのように計算するの？ 

A．労働者が，時間外・休日労働（残業）をした場合，

使用者に対して，割増賃金（残業代）を請求するこ

とが可能となります。割増率は以下のとおりです。 

  

残業代の種類 割増率 

通常の時間外労働 ２５％以上 

法定休日労働 ３５％以上 

深夜労働 ２５％以上 

深夜＋時間外労働 ５０％以上 

深夜＋法定休日労働 ６０％以上 

 

Q．残業代の時効ってあるの？ 

A．残業代（割増賃金）の請求権は，通常の賃金と同

様に，賃金を請求できる時から２年で時効となりま

す。したがって，２年以上前の残業代については，

使用者から時効を主張された場合，請求することが

できなくなります。賃金が月給制である場合，残業

代も月単位で請求することになりますので，時効期

間も各月ごとに起算することになります。 

Q．裁判等の法的手続を経て残業代を請求する場合，残

業時間は誰が証明する必要があるの？ 

A．原則として，労働者側が証明する必要があります。 

  ただし，使用者は労働基準法，同法施行規則により，

労働者の労働時間を把握しておく義務がありますの

で，労働時間を記録した資料がない理由が使用者側に

ある場合には，事実上，残業代に関する証明の程度を

緩和するなどの方法が取られています。 

 

Q．店長など，一定の地位・役職にある人に対しても，

残業代は支払わなければならないの？ 

A．「監督若しくは管理の地位にある者」（管理監督者）

と評価できる者であれば，割増賃金に関する規定が適

用されないので，労働基準法上の残業代を支払う必要

はありません。 

  ここでいう，「管理監督者」とは，労働条件の決定

その他労務管理について，経営者と一体的な立場にあ

る者を指します。裁判例においては，その人の地位・

役職という形式的な面よりも，業務内容，権限，勤務

形態，給与・手当等具体的な面を重視して判断してい

る傾向にあります。 

 大手ファストフード店の店長の地位にあった者が

「管理監督者」に該当するかどうか争われた事案にお

いて，裁判所は，従業員の採用や昇格等，労務管理の

一端を担っており，店舗の損益計画や販促活動，一定

範囲の支出などに決裁権限があるとしても，店舗内に

限られていることから，経営者と一体的な立場の権限

と責任を付与されているとは認められないとして，管

理監督者には該当しない旨判断しています。 


